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令和２年第８回南魚沼市教育委員会 会議録         公開 

 

１ 日時場所  令和２年８月２８日（金）９時３０分開会 

南魚沼市民会館 ２Ｆ会議室 

２ 出席者 

委 員： 岡村秀康教育長、西野仁委員、角谷正雄委員、須藤文子委員、川島亜紀子委員 

事務局： 片桐教育部長、関学校教育課長、滝沢社会教育課長、西潟生涯スポーツ課長、阿部

子ども・若者育成支援センター長、山崎図書センター長、小宮山管理指導主事、田

中管理指導主事、倉上指導主事、種村教育相談指導主事、久川嘱託指導主事、佐藤

学校庶務主幹、貝瀬施設主幹、学校庶務班青木 

３ 議 題 

日程第１ 会議録署名委員の指名について 

       西野仁委員、須藤文子委員 

日程第２ 教育長及び事務局諸報告 

（教 育 長） 日程 2ページ、教育長及び事務局諸報告のとおり。 

（川島委員） 小学校の修学旅行については、県内で実施されるようだが、中学校の修学旅行につ

いては、どのような状況なのか。 

（田中管理） 塩沢中と大和中については、中止の方向で進めており、保護者への説明も済んでい

る。八海中については、関西方面を取りやめ、県内での一泊旅行を代替え案として検

討している。 

（須藤委員） 各中学校では、１０月に合唱祭なども開催される。例年とは違うコロナ禍での開催

となるが、参加者や一般来場者への制限などはあるのか。体育祭についても、猛暑の

中で準備や練習をして 9/5を迎える。生徒については、学校の指導の元に熱中症など

の対策を取っていくと思うが、保護者や一般来場者の参加の制限や対策はあるのか。 

（田中管理） 密を避けることを前提に対応する。合唱祭については、市民会館と協議し定員の半

分の座席を使用する。保護者全員が座ることが難しいため、学年ごとに保護者を入れ

替えて対応する。学校によっては、リハーサル時に来ていただくこともお願いし、合

唱祭当日が密にならないように配慮している。 

（須藤委員） 各学校で、共通の対応なのか。 

（小宮管理） 体育祭については、各学校から観客席の縮小や保護者や地域住民の行動制限の依頼

をする。かなりのコロナウイルス対策を講じていることを確認した。合唱祭について

は、詳細が決まっていない。国の方針を見ながら最終的な対応を決定していく。 

（教 育 長） 保護者や来場者に対しての対策についても、把握しておく必要がある。 

（須藤委員） 年度末からのコロナウイルスの関係により、子どもたちはマスクし、運動が制限さ

れていた。体力的にも猛暑の中で心配される。昨年度には、熱中症による救急搬送の

事案も発生した。様々なことを想定し対策を講じていると思うが、コロナ禍でもあり

子どもたちの体力面が心配されることから、万全の対策を講じるよう改めて指導して

いただきたい。 

（田中管理） 8 月初旬に、各中学校の密に関する対策と熱中症対策について確認した。お盆明け

に小宮山管理に対し、各中学校から対策についての報告があった。騎馬戦のように生

徒同士が組み合うような競技は行わない。3 回戦行っていた競技は、1 回戦とする。

競技ごとの入退場は行わず、応援席から直接競技場所に集合する。競技後にはすぐに

応援席に戻るようにする。できるだけ各競技の時間短縮を図るとともに、全体のボリ
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ュームを圧縮する。各中学校では、様々な部分で対策を講じている。 

（教 育 長） 8/27に開催された校長会において、学校の管理下にある生徒に対しては、様々な対

応や緊急の措置を取ることができるが、観客で来られる保護者と地域住民などについ

ては、十分な対応ができないため、事前に注意喚起を徹底するよう指導した。須藤委

員からの質問にもあったように、コロナ禍、熱中症、生徒たちの体力低下に配慮し、

今一度、各学校に対し十分な対策を練り直すよう指導していく。 

日程第３ 管理指導主事等からの報告 

（田中管理） 台風の影響によるフェーン現象により気温が上昇し、状況が悪くなっている。特に

中学校については、体育祭の活動もあり、小学校についても、親善陸上大会の練習が

ある。2学期が始まったばかりの中で、異常気象にさらされている。各学校長に対し、

8/28は運動を行わないよう 8/27付で通知を出した。夏休み中の事故等の報告はない。 

（西野委員） ＮＨＫのテレビ放送では、緊急高温注意情報が流れていた。市からも注意情報メー

ルが配信されている。教育委員会では、学校に対して高温注意情報などのお知らせを

行っているのか。 

（学教課長） 自動的に注意喚起を行うような配信システムはない。気象状況等を考慮して、必要

と判断した場合は、管理指導主事を通じて指導を行う。 

（川島委員） 部活動を屋外で行う場合に、基準となる気温はあるのか。 

（田中管理） 温度に関するガイドラインはない。一定時間運動をした場合は、必ず水分補給をさ

せている。 

（川島委員） 高校生は、気温が高い場合は部活動を中止している。県の状況を調査し、市に生か

せないか。午後になっても気温が下がらない、水分補給も難しいような状況は、危険

だと感じる。対策をお願いしたい。 

（教 育 長） 熱中症だけではなく、様々な注意報や警報が発信されている。以前は、気象庁など

から警報等が発信された場合は、教育委員会から学校に対し、部活動を控えるよう連

絡をしていた。もう一度、どのような方法で情報を配信するのか、教育委員会事務局

で検討する。中止の基準については、管理指導主事を中心に再度調査をお願いしたい。 

（須藤委員） コロナ禍での長い自粛生活や猛暑が続いている状況の中で、目の前に迫っている体

育祭に向けて動き出すとエネルギーを発散させようとする。抑えようとしても無理な

面があると感じている。そういったことを踏まえて対応する学校現場としては、やや

抑え気味な、子どもたちの状況を見通した上での対策をしていかないと、熱中症等で

具合を悪くする。配慮しても当日の体育祭が順調に開催できない。 

（小宮山管理） 熱中症については、春から 5回通知があった。通知の中では、35度を超えた場合は、

部活動は原則禁止と明記されている。日常的に猛暑が続いているため、毎回学校への

連絡はしていない。また、中止などの明確な指示を行っていない部分もあるため、指

摘事項を参考にしながら適切な対応を検討していく。小学校についても同様に、基準

はある。学校長の他、養護教諭も承知している。学校内には、基準となる表を張り出

し、乾湿時計を置き、暑さ指数を表示してはいるが、運動を止めさせる明確な指示は

出していない。 

（教 育 長） もう一度確認した上で、安全に体育祭などの活動が行われるよう、学校への指導、

支援をしていく、 

（小宮山管理） 小学校関係について、順次 2学期の授業が始まっているが、大きな事故等の報告は

ない。夏休み終了に先立ち、各学校へ熱中症対策とコロナウイルス対策について、次

のように通知した。一点目は熱中症対策。二点目はコロナウイルス対策、これについ

ては、国のガイドラインの改定があり、消毒については緩和する内容であった。しか
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し、市からのコロナウイルス対策のための補助や人員配置、9 月からは県からの人員

配置も追加される。そういった人員を活用しながら消毒作業を続け、十分な対策を行

うよう指示を出した。 

       体育祭については、各学校から報告があり、十分な熱中症対策が取られている。練

習段階においても十分な対策を取っている。対策としては、開催時間を短縮し、早い

学校では午後 1 時 40 分に終了する。約 2 時間の短縮となる。遅い学校でも午後 2 時

30 分には終了する。八海中学校では、テントを 15 張り設置する。全生徒に氷を持た

せ、ミストシャワーを出すなどの対策を取っていることを確認し、確実に実行するよ

う指導する。 

（倉上主事） 特別支援教育関係について、就学相談を進めている。 

（川島委員） コロナの影響により、今年は特に教師が疲れているのがわかる。保護者は、授業参

観など学校に訪問する機会が全くない状態であり、家庭と教師の信頼関係も築けてい

ない。面と向かって会う機会もなく、担任教師の情報もわからないと、保護者が子ど

もたちのことで不安なことがあっても、話すことができないのではないか。お便りな

どを通じて、児童生徒の様子や担任の考え方などを知らせることで、信頼関係も築け

てくるのではないか。 

（久川主事） 8/10から 9/10までの期間、学習指導センターの講座関係は中止した。参加者が 100

名を超える特別支援関係の講座もあったが、３密回避のために中止した。9/11以降の

講座については、再開する予定。指導主事の学校訪問については、学校単位での開催

となるため、継続して実施する。教師の状況については、学習指導センターとしてど

こまで寄り添えるかを含めて、教師の思いを受け止めながら対応していく必要がある。

各学校からの要望により、積極的に対応していく。 

日程第４ 第 41号議案 就学援助の認定について（７月申請分） 

（庶務主幹） 日程別紙、就学援助の認定について（7月申請分）当日配布資料説明。 

      質疑なし 

日程第５ 第 42号議案 就学援助の認定について（新型コロナウイルス感染症の影響による収 

入減支援策分） 

（庶務主幹） 日程別紙、就学援助の認定について（新型コロナウイルス感染症の影響による収入 

減支援策分）当日配布資料説明。 

      質疑なし 

日程第６ 第 43号議案 特別支援教育就学奨励費の支弁区分の決定について（７月分） 

（庶務主幹） 日程別紙、特別支援教育就学奨励費の支弁区分の決定について（７月分）当日配布 

資料説明。 

      質疑なし 

日程第７ その他 

（１）子ども・若者育成支援センターの相談等状況について（７月分） 

（子若センター長） 日程 6ページ、7月分相談等状況について資料説明。10/1から移転する、旧塩沢保

育園の工事状況について、4/30 から始まった改修工事は、8/27 を持って現場の工事

が完了した。今後は、現場及び提出された竣工書類の検査を、市財政課検査係と共に

行う。10/1、2 に、机や棚などの引越し作業を行うと同時に、電話交換機の移設やパ

ソコンなどの情報端末を移設し、10/5から事業を開始する。 
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（２）家庭教育支援事業実施状況について 

（社教課長） 日程 14ページ、家庭教育支援事業実施状況について資料説明。7月分の報告から学

校ごとに集計し、来訪者の内訳に祖父母と教員を追加した。 

（３）その他 

（学教課長） 日程別紙、石打小学校・上関小学校統合協議会ニュースについて資料説明。 

      質疑なし 

（教 育 長） 次回日程について、9 月 24 日（木）9：30 から市民会館で行う。第 10 回教育委員

会は、10 月 27 日（火）9：30 から市民会館で行う。以上をもって、第 8 回教育委員

会を閉会とする。 

 

11時 36分閉議閉会 


